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令和６年第６回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

令和６年６月２７日（木）午前９時３０分開議 

議 事 日 程 

開会及び開議の宣告 

日程第１ 令和６年第５回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 承認第15号 瑞穂市スポーツ推進委員の委嘱についての専決処分について 

日程第４ 議案第24号 巣南中学校屋上防水工事の計画について 

日程第５ 議案第25号 巣南公民館多目的ホール空調熱源取替工事の計画について 

日程第６ 意 見 聴 取 令和６年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について 

日程第７ 教育長の報告 

日程第８ そ の 他 事務局長 

教育総務課長 

給食センター課長 

学校教育課長 

幼児教育課長 

生涯学習課長 

閉会の宣告 

 

〇本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

〇本日の会議に出席した委員 

  服 部   照 

  森 下 伊三男 

加木屋 加緒里 

大 平 髙 司 

  伊 藤 清 美 

〇本日の会議に欠席した委員 

  なし 

〇本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 
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事務局長          佐 藤 雅 人 

教育総務課長        平 光 光 幸 

給食センター課長      松 野 光 広 

  学校教育課長        川 田 英 樹 

学校教育課総括主幹     石 野 陽 子 

学校教育課主幹       佐 藤 文 行 

  幼児教育課長        野 口 智 子 

幼児教育課主幹       庄 司   洋 

幼児教育課主幹       安 藤   浩 

生涯学習課長        野 田 秀 樹 

  生涯学習課総括主幹     伊 藤 貴 範 

〇本日の会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  教育総務課主幹       島 田 将 志 

〇傍聴者 

  なし 
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開会 午前９時３０分 

開会及び開議の宣告 

〇教育長 ただ今より、令和６年第６回瑞穂市教育委員会定例会を開会します。 

                                         

日程第１ 令和６年第５回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

〇教育長 日程第１ 令和６年第５回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認についてです。 

委員の皆様には事前にご確認いただいていると思いますが、異議等はありますでしょ

うか。 

異議がないようですので、令和６年第５回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認につ

いては、承認することとします。 

                                         

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

〇教育長 日程第２ 会議録署名委員の指名についてです。 

今回は、大平委員よろしくお願いします。 

                                         

日程第３ 承認第１５号 瑞穂市スポーツ推進委員の委嘱についての専決処分につ

いて 

〇教育長 日程第３ 承認第１５号 瑞穂市スポーツ推進委員の委嘱についての専決処分

について、を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇生涯学習課長 日程第３ 承認第１５号について、瑞穂市教育委員会事務委任規則第３

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。提案理由、スポーツ基本法第３２条第１項の規定により、別紙の者を瑞穂市

スポーツ推進委員に委嘱したので、これを報告し、教育委員会の承認を求めるもの。 

  穂積小学校区担当の方を新たに委嘱したものです。 

〇教育長 質問等はございますか。 

ないようですので、日程第３ 承認第１５号 瑞穂市スポーツ推進委員の委嘱につい

ての専決処分について、承認することとします。 

                                         

日程第４ 議案第２４号 巣南中学校屋上防水工事の計画について 
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〇教育長 日程第４ 議案第２４号 巣南中学校屋上防水工事の計画について、を議題と

します。 

事務局より説明を求めます。 

〇教育総務課長 日程第４ 議案第２４号について、瑞穂市教育委員会事務委任規則第１

条第９号の規定により、議決を求める。提案理由、屋上防水が経年劣化したため、防水

工事を施工することで改善を図るもの。 

  実情は雨漏りに対処するための緊急性を有する工事で、既に入札公告を実施しており、

７月３日に開札予定です。 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇伊藤委員 施工範囲が南舎西側の約３分の２とのことですが、東側は大丈夫ですか。ま

た、足場は組む予定ですか。 

〇教育総務課長 実際に現地を確認しておりまして、東側については漏水も無く、今のと

ころ大丈夫だと思いますが、将来的には対処が必要になると思います。足場を含めた工

法については、請負業者や学校と協議のうえ進めさせていただきます。 

〇大平委員 工事は夏休み期間中ですか。 

〇教育総務課長 授業に影響しないよう、音が響くような作業については夏休み中に終わ

らせるように考えております。 

〇大平委員 この工事の後、防水機能は何年ぐらい持ちますか。 

〇教育総務課長 防水シートの材質にもよりますが、１０年から１５年は大丈夫だと聞い

ております。 

〇加木屋委員 今回雨漏りがあるとのことで、外壁も劣化しているのではないかと思いま

すが、落下の危険性はありませんか。また、校舎の築年数を教えてください。 

〇教育総務課長 雨漏りの原因としては外壁の劣化も考えられますので、本来であれば外

壁調査も実施してクラック補修等も行うのが最善ですが、今回は大丈夫ではないかとい

うことで、屋上の防水工事のみを行うことになりました。築年数については、５４年と

なります。 

〇森下委員 図面を見ると、校舎の西側は耐震工事を実施しているようですので、その際

に外壁調査も実施していませんか。 

〇教育総務課長 この耐震工事においては定かではありませんが、一般的な耐震工事にお

いては、雨漏りや外壁劣化のような構造に影響の無いものについては行いません。 
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〇伊藤委員 屋上に近い壁面において膨らんでいる状態のところがあったと記憶していま

すので、調査していただけると良いかと思います。 

〇教育長 今回は緊急対応ということで、急遽６月議会に補正予算案を追加上程しており

ます。 

その他、質問等はございますか。 

ないようですので、日程第４ 議案第２４号 巣南中学校屋上防水工事の計画につい

て、可決することとします。 

                                         

日程第５ 議案第２５号 巣南公民館多目的ホール空調熱源取替工事の計画につい

て 

〇教育長 日程第５ 議案第２５号 巣南公民館多目的ホール空調熱源取替工事の計画に

ついて、を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇生涯学習課長 日程第５ 議案第２５号について、瑞穂市教育委員会事務委任規則第１

条第９号の規定により、議決を求める。提案理由、巣南公民館多目的ホールの空調故障

のため、熱源設備を取替えることにより空調の復旧を行うもの。 

冷房への切り替え作業の際に正常に稼働しないことが判明しました。現在も十分では

ありませんが何とか機能しますので稼働させておりますが、避難所でもあることから、

早急に工事を行う必要があるものです。 

先の議案と同様、既に入札公告を実施しており、７月３日に開札予定です。 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇伊藤委員 工期が８月２０日までということで一番暑い時期にかかりますが、休館日は

設けずに工事を進めることができますか。 

〇生涯学習課長 現在の気候下ではある程度機能していますが、猛暑になったときには心

配ですので早めに工事を行う必要があります。機器の入れ替えの際に１０日間ほどは使

用できない見込みですので、利用者に迷惑をかけないよう進めていきたいと考えており

ます。 

〇大平委員 猛暑日に利用者の体調が悪くなってはいけないので、事前に使用中止にする

基準を決めておいたほうが良いと思います。今回熱源を灯油からガスに変更する理由を

教えてください。 
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〇生涯学習課長 災害時を想定し、多目的ホールの熱源を変更することで一つのエネルギ

ーに頼らないこととします。電気にすると新たに受電設備の設置工事も必要になること

から、協議の結果、今回はガスを選択することとなりました。ランニングコストについ

ては実際に稼働してみないと比較が困難です。 

〇森下委員 ガスタンクを設置する位置は、南側ではなく、現在灯油タンクのある北側の

ほうが良いのではないかと思いますが、何か理由がありますか。 

〇事務局長 北側への設置が理想ですが、接道から段差があるためガスの充填に支障があ

ることから南側へ設置することとなりました。 

〇教育長 先の議案と同様、緊急対応ということで、急遽６月議会に補正予算案を追加上

程しております。 

その他、質問等はございますか。 

ないようですので、日程第５ 議案第２５号 巣南公民館多目的ホール空調熱源取替

工事の計画について、可決することとします。 

                                         

日程第６ 意見聴取 令和６年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について 

〇教育長 日程第６ 意見聴取 令和６年度瑞穂市一般会計補正予算（第３号）について、

を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇教育総務課長 日程第６ 意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定により、意見を求める。提案理由、令和６年第２回瑞穂市議会定例会

への議案提出につき、教育委員会の意見を求めるもの。 

  先の議案第２４号、２５号に関する補正予算となります。 

 ＜資料により説明＞ 

〇教育長 質問等はございますか。 

ないようですので、日程第６ 意見聴取 令和６年度瑞穂市一般会計補正予算（第３

号）について、承認することとします。 

                                         

日程第７ 教育長の報告 

〇教育長 日程第７ 教育長の報告です。 

  １点目は、子どもたちの姿についてです。先日の少年の主張瑞穂市大会の話をさせて
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いただきます。日常生活の中で経験したことから学んだことをきちんと整理して相手に

伝えるということは大事なことだと改めて思いました。子どもたちが、受け身ではなく

主体的に考えるということを、学校生活や日常生活の中で意識させていきたいと思いま

した。 

 ２点目は、６月議会の報告です。森下委員のご退任に伴う新たな委員の任命について

議会の同意が得られました。後任は、朝日大学保健医療学部副学部長で教授の小倉真治

氏です。また、森下委員には教育長職務代理者を務めていただきましたが、後任は大平委

員にお願いしたいと思います。 

 ３点目は、７月２６日の総合教育会議に係る資料としてこども家庭庁のリーフレット

を机上に配付させていただきましたので、当日の参考としていただければと思います。 

                                         

日程第８ その他 

〇教育長 日程第８ その他です。 

  事務局長。 

〇事務局長 ６月議会は明日閉会予定です。詳細は次回定例会で報告させていただきます。 

〇教育長 教育総務課長。 

〇教育総務課長 瑞穂市行政改革推進委員会の委員の推薦依頼が市長よりありました。ご

就任いただける方の選出をお願いできますでしょうか。 

 ＜伊藤委員を推薦することとした＞ 

〇教育長 給食センター課長。 

〇給食センター課長 特にございません。 

〇教育長 学校教育課長。 

〇学校教育課長 ３点報告させていただきます。１点目は、幼稚園・小中学校訪問の様子

についてです。どの学校も校長の経営方針のもと、温かく指導しているなという印象を

持ちました。今後はタブレット端末を更に活用して学びを深めていけるよう助言してい

きたいと思います。 

 ２点目は、水泳授業の民間委託についてです。今年度、生津小学校で試験的に実施して

いますが、大変熱心に教えていただき、子どもたちも喜びを感じていると思いました。ま

た、天候に左右されないので計画的に行えていると思います。児童、教員にアンケートを

実施し、来年度につなげていきたいと思います。 
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 ３点目は、令和７年度使用教科書の採択についてです。次回７月定例会において協議、

議決をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

〇教育長 幼児教育課長。 

〇幼児教育課長 生津小校区の公私連携型保育所整備についてです。定員７０名で計画し

ていましたが、保育ニーズの高まりなどにより１００名規模での整備を検討しておりま

す。当初計画していた生津小学校の駐車場用地では手狭となりますので、隣接する馬場

公園に２千平方メートルほど確保して進めることで庁内での調整が取れております。地

域住民への説明会を夏に予定しており、年内には業者を選定して協議を重ね、令和９年

４月の開園を目指して進めていきたいと考えております。 

〇教育長 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 教育長の報告にもありましたが、６月１６日に少年の主張瑞穂市大会が

開催されました。中学生の代表６名が発表し、このうち２名が岐阜県審査会へ推薦され

ました。 

〇教育長 それでは次回以降の予定について確認させていただきます。 

まず、７月２６日（金）午後１時３０分から、穂積庁舎の大会議室にて総合教育会議が

開催され、終了次第、第７回定例会を同会場にて開催します。 

第８回定例会は、８月２０日（火）午後２時から、３－２会議室で開催しますのでよろ

しくお願いします。 

                                         

   閉会の宣言 

〇教育長 本日は、お忙しいところありがとうございました。 

これをもちまして、令和６年第６回瑞穂市教育委員会定例会を閉じさせていただきま

す。 

 

閉会 午前１０時２４分 

  




